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第１ 弁護士の懲戒制度 
１ 懲戒委員会の判断にもとづいて、弁護士会が懲戒（弁護士法§５６Ⅱ） 
   弁護士会の行政処分 → 東京高等裁判所への取消訴訟（§６２Ⅰ） 
２ 何人も、弁護士会あてに弁護士の懲戒を請求できる（§５８Ⅰ） 
  懲戒請求人は、日弁連あてに異議申出できる（§６１Ⅰ） 
３ 綱紀・懲戒、二段構えの制度（§５８Ⅱ、Ⅲ） 
４ 懲戒委員会の外部委員（裁判官・検察官・学識経験者）制度（§５２Ⅲ、 
§６９） 

 
第２ 綱紀・懲戒制度改革の基本方針（平成１４年２月２８日臨時総会） 
１ 説明責任を果たし、透明性を確保するための方策 

① 弁護士会綱紀委員会の外部委員制度 
② 市民委員の参加 
③ 日弁連綱紀委員会の議決等に関し、綱紀審査会に不服申立する制度 
④ 懲戒委員会の議決における少数意見の明示 
⑤ 懲戒請求人の手続への参加 

 
２ 綱紀・懲戒手続の充実・迅速化のための方策 

① 複数の審査体 
② 調査員制度 
③ 審査回数の増加・委員の増員 
④ 日弁連綱紀委員会が各弁護士会綱紀委員会の議決等に関する異議申出

を審査する制度 
⑤ 綱紀・懲戒手続への弁護士の協力義務 

 
 ３ 綱紀・懲戒制度の実効性を高めるための方策 

① 懲戒事由の類型化等 
② 重ねて懲戒処分を受ける者への累犯加重による重い懲戒処分 
③ 除斥期間等の制度の整備 
④ 懲戒処分の官報等による公表 
⑤ 懲戒請求案件の懲戒処分前の公表 

 
 


